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○
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
三
号

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第

七
条
及
び
第
二
十
七
条
に
基
づ
き
、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
労
働
省
令
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
又
は
採
用
」
を
「
若
し
く
は
採
用
、
昇
進
又
は
職
種
の
変
更
」
に
改
め
、
「
（
事
業
主
が
、
そ
の
雇
用

す
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
労
働
者
の
職
種
、
資
格
等
に
基
づ
き
複
数
の
コ
ー
ス
を
設
定
し
、
コ
ー
ス
ご
と
に
異
な
る
雇
用
管
理

を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
複
数
の
コ
ー
ス
の
う
ち
当
該
事
業
主
の
事
業
の
運
営
の
基
幹
と
な
る
事
項
に
関
す
る
企
画
立
案

、
営
業
、
研
究
開
発
等
を
行
う
労
働
者
が
属
す
る
コ
ー
ス
に
つ
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。
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別
記
様
式
（
第
六
条
関
係
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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4

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
二
条

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
均
等
則
」
と

い
う
。
）
第
六
条
の
調
停
申
請
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
均
等
則
別
記
様
式
（
第
六
条
関
係
）

に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
年
労
働

省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
条
の
二
中
「
同
令
第
十
一
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
育
児
・
介
護
休
業
法
第
五
十
二
条
の

六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
」
と
」
の
下
に
「
、
同
令
別
記
様
式
中
「事

業
場

」
と
あ
る
の
は
「事

業
所

」
と
」
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を
加
え
る
。

（
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
）

第
四
条

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
十
条
の
二
に

お
い
て
準
用
す
る
均
等
則
第
六
条
の
調
停
申
請
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
育
児
休
業
、
介
護
休

業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
十
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
均
等
則
別

記
様
式
（
第
六
条
関
係
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
同
令
別
記
様
式
中
「労

働
者

」
と
あ
る
の
は
「短

時
間
労
働
者

」
と
」
の
下
に
「
、
「事

業
場

」
と
あ
る
の

は
「事

業
所

」
と
」
を
加
え
る
。
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（
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
均
等
則
第
六
条
の
調

停
申
請
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
均
等
則
別
記
様
式
（
第
六
条
関
係
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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